
昨年、道内で自転車利用中に亡くなられた方（12人）のうち、約８割の方
がヘルメットを着用しておらず、自転車利用時に交通事故に遭った方の負傷部
位は頭部が一番多い結果となっています。
また、昨年６月に都道府県警察で実施した自転車利用時のヘルメット着用率

調査においても、北海道は15.6％（全国平均21.2％）と低水準でした。
本年４月１日からは、16歳以上の自転車運転中の交通違反に交通反則通告制

度（いわゆる「青切符」）が適用されることとなりますので、自転車安全利用
五則を始めとする自転車の交通ルールを今一度再確認し、自転車も「車両の仲
間」という意識で、交通ルールを守って安全・安心に利用しましょう。

ここで、自転車ヘルメットが当たり前の世の中になる
ことを願い、大阪府警交通部が制作した動画を視聴し

てみませんか。

動画は、平成26年12月に愛媛県内で自転車利用中

にトラックにはねられ、高校生の息子を亡くされたご遺

族の内容です。

この事故を契機として、愛媛県内の高校はヘルメット

着用が義務化となりました。

大阪府内も自転車利用中のヘルメット着用率が低調

で、北海道も変わりはありません。

交通事故はいつどこで起こるか誰にも分かりません。

ヘルメットを着用していれば助かったかも知れないと

後悔をしないよう、着用の重要性をもう一度考え直し、

皆さんで、自転車利用時に「ヘルメットを着用する！」を

当たり前にしましょう。

下記のURL又は二次元コードから動画視聴を！

https://youtu.be/wf93D1JZPi0

警察庁HP「自転車ポータルサイト」内には、本動画のほか色々な動画が
ありますので、是非ご活用ください。

自 転 車 安 全 利 用 五 則 い の ち を 守 り た い ～ 被 害 者 遺 族 の 声 ～

努 力 義 務 で も し っ か り 着 用 ！
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